
建設廃棄物の排出量と最終処分量の推移

国土交通省「建設副産物実態調査」による。 環境省「産業廃棄物の排出・処理状況調査」、「産業廃棄物行政組織等調査」による

品目別排出量

品目別最終処分量

産業廃棄物最終処分量と最終処分場の残余容量
アスファルト･
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
建設発生木材

建設汚泥
建設混合廃棄物

その他

アスファルト･
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

建設発生木材

建設汚泥
建設混合廃棄物

その他ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 

H17

H14

H12

H7

2,606 

2,975 

3,009 

3,565 

3,215 

3,512 

3,527 

3,647 

471 

464 

477 

632 

752 

846 

825 

978 

293 

337 

485 

952 

363 

139 

152 

140 

7,700 

8,273 

8,476 

9,915 

（万トン）

0 1,000 2,000 3,000 4,000 

H17

H14

H12

H7

37 

38 

45 

684 

60 

87 

133 

1,288 

44 

50 

82 

387 

192 

265 

486 

843 

212 

216 

442 

852 

55 

41 

97 

94 

600 

697 

1,285 

4,148 

（万トン）

第１章 ２.（２）
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産業廃棄物の不法投棄量及び件数の推移

34.2万t
38.2万t

44.4万t

環境省「産業廃棄物の不法投棄等の状況について」による
投棄件数及び投棄量は、都道府県及び政令市が把握した産業廃棄物の不法投棄のうち、１件あたりの投棄
量が10t以上の事案（ただし特別管理産業廃棄物を含む事案はすべて）を集計対象としている。

投棄量
（万トン）

投棄件数
（件）

第１章 ２.（２）
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分別解体等における工事内容及び費用の明確化

■分別解体等の適正実施確保のため、発注者と元請業者、元請業者と下請業者の
それぞれの段階で、分別解体等の方法が明確にされ、かつそれに要する必要が適
正に支払われる必要があることから、対象建設工事の届出に係る事項説明等や、
請負契約に係る書面の記載事項について規定を設けている。

①書面に
よる説明

②契約

③告知

発注者発注者 元請業者元請業者

下請業者下請業者
届出事項に関す
る書面の作成

分別解体等の計画
（届出書）の作成

④契約

■対象建設工事の届出に係る事項説明
（元請業者⇒発注者）

少なくとも以下の事項について、契約前に
書面（様式事由）で説明。

①解体建築物等の構造（解体工事の場合）
②使用する特定建設資材の種類

（新築工事等の場合）
③工事着手の時期及び工程の概要
④分別解体等の計画
⑤解体建築物等に用いられた建設資材の

量の見込み（解体工事の場合）

■対象建設工事の届出
に係る告知
（元請業者⇒下請業者）

発注者から都道府県知事
へ届け出られた事項につ
いて告知
（口頭でも文書でも可※）。

※下請業者は建設業を営む者であ
り、分別解体等に関する専門知識
や技術を有しているため、説明まで
は要していない。

■対象建設工事の請負契約に係る書面記載事項
（発注者⇔元請業者、元請業者⇔下請業者）

分別解体等の適正実施の確保が特に重要である
との認識に基づき、以下の事項を契約書面に記載。

①分別解体等の方法
②解体工事に要する費用
③再資源化等をするための施設の名称及び所在

地
④再資源化等に要する費用

第１章 ３.（１）①
第３章 １.（５）
第３章 ２.（１）④
第３章 ２.（１）⑥
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対象工事件数及び届出・通知率の推計

工 種 対象工事件数
（推計値）

届出・通知
件数

届出・通知率
（推計値）

廃棄物排出量
カバー率

（届出・通知率
100%の場合）

廃棄物排出量
カバー率

（届出・通知率
を反映）

参考データ

建築物解体工事
（平成１７年度） 約３０万件 198,253件 約７０％ 約９４％ 約６６％

・固定資産の価格等の
概要調査（総務省）

・建築着工統計（国土交
通省）

建築物新築・増
築工事及び修
繕・模様替工事
（平成１７年度）

約３．９万件 29,851件 約８０％ 約５２％ 約４２％

・建築着工統計（国土交
通省）

・増改築・改装等調査結
果（国土交通省）

その他工作物工
事（土木工事等）
（平成１８年度）

約１９万件 162,885件 約９０％ 約９５％ 約８６％
・建設工事受注動態統
計調査（国土交通省）

■「固定資産の価格等の概要調査（総務省）」や「建築着工統計（国土交通省）」等を
もとに、建設リサイクル法の対象工事件数を推計。

■対象工事のうち届出・通知がなされているのは、建築物の解体工事で約70％、
新築・増築工事及び修繕・模様替工事で約80％（以上平成17年度）、その他工作
物工事（土木工事等）で約90％（平成18年度）程度と推定される。

→対象工事の届出・通知率を反映した廃棄物排出量カバー率は、建築物解体工
事で３分の２程度。

第１章 ３.（１）②
第３章 ２.（１）①
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廃棄物の発生廃棄物の発生

小規模建築物における分別解体及び運搬時の課題

■小規模建築物を解体し現場分別する場合、分別ヤードの確保が困難が場合があること、
収集運搬の再委託や宅配便の利用等が禁止されていることから、少量の廃棄物を品目
毎に分別・運搬することになり、非効率となる。

注：木造建築物解体工事から発生する廃棄
物の原単位（新・解体工法と積算（（財）経
済調査会））より推計。

小規模建築物の解体に
おいて現場分別する場合

廃棄物は小口化・多品目化
される

小規模現場では
廃棄物の分別ヤードの

確保が困難な場合がある

分別作業が非効率

となるとともに

少量でも廃棄物を搬出

する必要がある

廃棄物収集運搬において
動脈物流（商品の物流）で
行われている再委託や宅
配便の利用等は禁止

小口化・多品目された廃棄
物を個別に運搬することに
なり、非効率である

参考：木造建築物解体工事の
廃棄物発生量（延面積50ｍ2）

廃棄物の保管廃棄物の保管 廃棄物の収集・運搬廃棄物の収集・運搬

品目 容積(m3) 品目 容積(m3)

CO塊（がれき類） 9.00 建具、畳 2.00

木くず 21.00 廃プラ類 1.50

混合廃棄物 5.00 金属くず 4.00

瓦 2.00 ガラス 0.15

石膏ボード 1.50 クロス 0.10

合計 46.25

第１章 ３.（１）②
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分別解体における施工事例

■中層ビルの場合、屋根、外装材、構造体の取り壊し等は機械による施工となる。

中層ビル（非木造建築物）

アスベスト含有形成版撤去 内装材（木材・廃石膏ボード）の分別

躯体の解体（屋根、外装材、構造体を同時に取り壊し） 基礎及び基礎杭の撤去

建築設備の取り外し

手作業（施工の技術上困難
な場合を除く）

手作業もしくは手作業及び
機械による作業

クレーンで重機を揚重して屋上に設置

施行規則で規定されている分別解体等の方法
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第１章 ３.（１）③
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